
様式１－(１)

水道事業者等名
技術管理者名
水道施設名等 　　用 　　上 　　簡 　　専

1 回 〔 地点 〕   不 可
2 回 〔 地点 〕
3 回 〔 地点 〕
4 回 〔 地点 〕
5 回 〔 地点 〕
6 回 〔 地点 〕
7 回 〔 地点 〕
8 回 〔 地点 〕
9 回 〔 地点 〕
10 回 〔 地点 〕   不 可
11 回 〔 地点 〕
12 回 〔 地点 〕
13 回 〔 地点 〕
14 回 〔 地点 〕
15 回 〔 地点 〕
16 回 〔 地点 〕

17 回 〔 地点 〕
18 回 〔 地点 〕
19 回 〔 地点 〕
20 回 〔 地点 〕
21 回 〔 地点 〕   不 可
22 回 〔 地点 〕
23 回 〔 地点 〕
24 回 〔 地点 〕
25 回 〔 地点 〕
26 回 〔 地点 〕
27 回 〔 地点 〕
28 回 〔 地点 〕
29 回 〔 地点 〕
30 回 〔 地点 〕
31 回 〔 地点 〕
32 回 〔 地点 〕
33 回 〔 地点 〕
34 回 〔 地点 〕
35 回 〔 地点 〕
36 回 〔 地点 〕
37 回 〔 地点 〕
38 回 〔 地点 〕
39 回 〔 地点 〕
40 回 〔 地点 〕
41 回 〔 地点 〕
42 回 〔 地点 〕   不 可
43 回 〔 地点 〕
44 回 〔 地点 〕
45 回 〔 地点 〕
46 回 〔 地点 〕
47 回 〔 地点 〕
48 回 〔 地点 〕
49 回 〔 地点 〕
50 回 〔 地点 〕
51 回 〔 地点 〕

＜記入要領＞
1 「水道事業者等名」は、市町村名または専用水道にあっては設置者名を記入する。
2 「水道施設等名」は、各々該当する項目にチェックの上、各事業ごとに作成する。

（用：水道用水供給事業、上：水道事業、簡：簡易水道事業、専：専用水道）
3 「水道施設等数」は、２ の事業数を記入する。
4 「浄水場数」は、２ の事業毎の浄水場数とし、廃止許可済みで未廃止の浄水場を含む。
5 「検査地点数」は、省令に定める方法で水質検査を1回以上行なった採水地点の箇所数を記入する。
6 「測定回数[地点数]は、水質検査を行った回数及び1回以上行なった検査地点数を記入する。

（3地点で3回検査した場合：「９　[３]」）

※太字は検査の省略が出来ない項目を表す。

色度
濁度

臭気
味
ｐＨ値
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）

水　質　検　査　結　果　等　総　括　表　Ⅰ

水道施設等数
浄水場数

検査地点数

概 ね １ 箇 月 に

測定回数〔地点数〕

一般細菌
検査回数

概 ね ３ 箇 月 に

概ね１箇月に１回以上

概 ね ３ 箇 月 に

  １ 回 以 上
概 ね １ 箇 月 に

  １ 回 以 上

  １ 回 以 上

一定条件で可

一定条件で可

一定条件で可

一定条件で可概 ね ３箇 月 に

概 ね １ 箇 月 に

  １ 回 以 上

  １ 回 以 上

  １ 回 以 上

検査回数の減
参考

令和　　　年度
４月～９月分
４月～３月分

項目名

ナトリウム及びその化合物

塩化物イオン
カルシウム，マグネシウム等（硬度）

陰イオン界面活性剤
蒸発残留物

ジェオスミン（別名）
２－メチルイソボルネオール（別名）
非イオン界面活性剤
フェノール類

トリクロロ酢酸

ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸

クロロホルム

マンガン及びその化合物

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物

総トリハロメタン

銅及びその化合物

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ンスー１，２－ジクロロエチレン
ジクロロメタン

ホウ素及びその化合物
四塩化炭素

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン

クロロ酢酸
塩素酸

大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物

１，４－ジオキサン
シスー１，２－ジクロロエチレン及びトラ

亜硝酸態窒素

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物

鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

シアン化物イオン及び塩化シアン



様式１－(2)

　　用 　　上 　　簡 　　専

検査項目 検査地点の数

4月～9月分 4月～3月分

浄水 原水 浄水 原水

省略不可能項目 6回以上 地点 12回以上 地点

地点 地点
１～５回 地点 １～11回 地点

実施月 実施月

０回 地点 ０回 地点

省略可能項目 ６回以上 地点 12回以上 地点

地点 地点
１～５回 地点 １～11回 地点

実施月 実施月

０回 地点 ０回 地点

健康診断 4月～9月分 4月～3月分

2回以上 人 人 人 人

1回 人 人 人 人

0回 人 人 人 人

合計 人 人 人 人

＜記入要領＞
1 「水道事業者等名」及び「水道施設等名」は、様式１－（１）の例による。
2 「検査地点数」は、項目別、回数別にそれぞれ該当する検査を実施した地点数を記入する。なお、

１つの検査地点において、検査回数が項目毎に異なる場合は、それぞれに記入する。
3 「原水」は、1回以上検査を行った地点数とその実施月をすべて記入する。
4 「健康診断」の対象者数は、水道法の適用を受けて概ね6ヶ月に1回受けることが必要な業務従事者数（管
理受託契約者、嘱託職員、補助管理者等を含む）とし、受診回数ごとに記入する。ただし、臨時や事務系の
職員が念のため行なっているもの等については、技術管理者の判断で、業務従事者の対象に含めない。

※水道業務の従事者は、概ね6箇月に1回、定期の健康診断が義務付けられている。

　水道施設名等 　４月～３月分

検査回数 検査回数

（22項目）

（29項目）

健康診断が必要な
業務従事者数

健康診断実施済み業務
従事者数

健康診断が必要な業務
従事者数

健康診断実施済み業
務従事者数

受
診
回
数
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　水道事業者等名 令和　　　年度
　技術管理者名 　４月～９月分



様式１－(3)

水道施設等名 備考

＜記入要領＞
1 「水道施設等名」　は、水道用水供給事業、水道事業、簡易水道事業、専用水道ごとに事業名を記入
し、それぞれの間は太線で区切る。
2 「浄水場数」及び「検査地点数」は、１の事業ごとに記入する。
3 「毎日検査回数」は、検査地点が複数の場合、最も少ない検査地点の回数を記入する。

　４月～３月分

浄水場数 毎日検査回数

検査地点数

　４月～９月分

水　質　検　査　結　果　等　総　括　表　Ⅲ
　水道事業者等名 令和　　　年度


